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住宅瑕疵担保責任保険

ハウスプラスすまい保険 新規届出事業者 Web申請マニュアル

ご登録の前に・・・

■ご確認ください

・当社へ既に書面にて届出事業者の申請を済まされている事業者様は、当機能を利用した申請を
改めて行っていただく必要はございません。

取次店別／担当者（部署）別／支店・営業所など、
同じ住宅事業者様より複数の届出希望をいただくことがございます。

１社の住宅事業者様に対し、当社に登録される事業者届出情報は１点のみとなります。

既に届出済かどうかご不明の事業者様は、Web申請機能をご利用になる前に、
当社までお問合せください。

ハウスプラスすまい保険 お問合せ専用ダイヤル

TEL:03-5962-3815
（受付時間 月曜日～金曜日 9：00～17：00）
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事前に準備していただくもの

[取次店コード]
届出事業者登録には保険取次店から提供される「取次人コード」が必要です。

保険取次店が決まっていない事業者様は保険取次店一覧から選択、お電話にてご連絡いただき
ハウスプラスすまい保険のWeb事業者届出を希望する旨を伝えてください。
取次店から「取次人コード」をお伝えします。

保険取次店一覧は 当社ホームページ［ハウスプラスすまい保険 業務案内］からご参照ください。
http://www.houseplus.co.jp/service/sumaihoken.html

・［建築業許可証］をお持ちの事業者様
[建築業許可証の写し]（スキャナーで取り込んだpdf、jpgファイルなど 内容が確認できるもの）

・［宅地建物取引業免許証］をお持ちの事業者様
[宅地建物取引業免許証の写し]（スキャナーで取り込んだpdf、jpgファイルなど 内容が確認できるもの）

・お支払に口座振替を希望される場合
[口座振替を希望される口座情報（銀行名・支店名・預金種目・口座番号・口座名儀）]

※口座振替がご利用になれるサービスは「ハウスプラスすまい保険」のみとなります。
住宅性能表示、長期優良住宅の審査など、当社提供の他のサービスではご利用になれません（随時対応予定）
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登録画面への入り方①

ハウスプラス ホームページ
http://www.houseplus.co.jp/

をクリックしてください をクリックしてください

ページの
続きがあります
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「届出事業者 Web登録へ」をクリックしてください

登録画面への入り方②
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情報入力画面1-1 会社概要を入力します

※申込み担当者様の
メールアドレスに

登録確認のメールが
届きます。

※取次店ではなく、申し込みされる事業者様、ご担当者様の情報を入力してください、

今回届け出をされる事業者様・ご担当者様の情報を入力して
ください。（取次店の情報ではありません）

ページの
続きがあります
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情報入力画面1-2 ［建築業許可証］［宅地建物取引業免許証］の情報と写しを登録します。

［建築業許可証］［宅地建物取引業免許証］を
お持ちの事業者様が対象です。
お持ちでない方は ○なし をご選択ください。

参照 を選択

［建築業許可証］の写し
（スキャナーで取り込んだ
pdfファイル、jpgファイル等）
を選択、「開く」でセットします。

選択したファイルが表示されます

［宅地建物取引業免許証］もお持ちの場合、同様にセットしてください。
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ご注意：入力内容に不備があった場合

エラーメッセージが一番下に表示され、誤った入力欄の右側には＊印が表示されます。
修正の上、再度「次へ」ボタンを押してください。

「次へ」をクリック、情報入力画面２に遷移します

情報入力画面1-3 エラーメッセージの確認
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情報入力画面2-1 請求先情報の情報を入力します。

請求先情報は 枠の中の情報については
情報入力画面１で入力した情報が転記されます
[請求書宛先][ふりがな][担当者名][所属役職]をご記入ください。
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情報入力画面１の代表者の内容を転記します。

情報入力画面１の申込担当者の内容を転記します。

情報入力画面２の請求先の内容を転記します。

付保証明送付先を個別に指定（入力)する場合

情報入力画面2-2 付保証明の送付先情報を入力します。
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情報入力画面2-3 取次店情報を入力します。

※登録には保険取次店から提供される「取次人コード」（例：HPB-001-111222）が必要です。
保険取次店が決まっていない事業者様は保険取次店一覧から選択、お電話にてご連絡いただき
ハウスプラスすまい保険のWeb事業者届出を希望する旨を伝えてください。
取次店から「取次人コード」をお伝えしますので、［3桁］-[3桁]-[3桁］の形式でご入力ください。

※最後の3桁は省略可能です。［3桁］-[3桁]-[空欄］でも取次店情報が取得できます。

取次店コードを入力し
「取得」ボタンを

クリックしてください

取次店情報が
自動セットされます

クリックして次画面に移動 します

【例】取次人コード
No.HPB-001-111222の場合

001 111 222

001 111

HPB

HPB
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情報入力画面3-1 すまい保険申請サイト（瑕疵保険の電子申請）のログイン設定

瑕疵保険の電子申請をご利用になる際の
「ログインID」を設定します。

半角英数字でお好きな文言を入力してください。

取次店の情報は前画面で登録した取次店のものが表示
されます。

瑕疵保険の電子申請をご利用になる場合、
物件ごとに異なる取次店を指定することができます。

複数の取次店をご利用になる場合はここにチェックを入れてください。
取次店コードを追加して登録することができます。

すまい保険の電子申請については
当社ホームページ

「ハウスプラスすまい保険 電子申請のご案内」
http://www.houseplus.co.jp/service/sumaihoken_denshi.html

もあわせてご覧下さい。
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情報入力画面3-2 支払方法と口座振替情報の入力

口座振替のご利用を希望する場合
チェックを入れてください。

引き落しをご希望になる金融機関の
情報を入れてください。

銀行番号（銀行コード）・
支店コードがご不明の場合は
このリンクをクリックすると

銀行コードの検索サイトが開きます。

※ご参考用の外部サイトです。
当社が管理しているサイトではございません

クリックして次画面に移動します

口座名儀に 代表社名・役職を含む場合
に省略しないようご注意ください。

ご利用になる口座の通帳に記載された
口座名儀・フリガナをご記入いただくと

確実です。
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重要事項のご確認

スクロールして全内容をご確認ください。
※一番下までスクロールしないと

最終確認画面に行くことが出来ません

重要事項の確認になります。
内容をよく確認した上で
チェックを入れてください

ページに
続きがあります
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重要事項のご確認

全てチェックいただけましたら
「同意して確認画面へ」ボタンを

クリックしてください
入力内容の最終確認画面が開きます
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入力内容の最終確認

これまでご入力いただいた内容が一覧になって表示されます。
問題ないことを確認いただき「登録」ボタンをクリックしてください。

クリックして次画面に移動します

修正したい場合は
「前へ」ボタンをクリックして
前画面に戻って下さい。
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仮受付完了

申込みご担当者様のメールアドレスに「仮登録完了」のメールが届きます。
お使いのPCのメールソフト（Microsoft Outlookなど）を起動してメールをご確認ください。
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仮登録受付完了メールのご確認⇒本登録受付完了

これで届出事業者の新規登録は終了です。
このあと、翌日～数営業日で 本登録完了のメールが届きます。

URLをクリックすると

登録が確認され、
本登録受付完了画面が開き

ます。


